
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　建設局　西水環境センター　施設課　施設係　　　　（電話番号　078-752-5017　）

　　地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

   今回改修を行う本場沈砂池流入ゲートは、沈砂池に流入する汚水量を調整するゲートであり、降雨時に流量を調整
する非常に重要な設備である。同ゲートの３号機は2021年に故障し、電動での操作不可能になったことがあり2022年に
修理をしている。１・２号機においても同様の故障がいつ起こってもおかしくない状態である。故障を未然に防ぐために
１・２号機も改修を行う必要がある。
  本改修の施行に当たっては当該設備の製造業者しか知り得ない図面や情報を所持し、機器の状況を熟知した技術者
の配置が必要であり、その施工は製造業者である（株）栗本鐵工所のみ可能である。
　以上の理由より、上記業者との随意契約を行うものである。

　　垂水処理場　本場沈砂池１・２号流入ゲート改修

　　株式会社　栗本鐵工所


